
 

TTC第７回スペクトル管理 SWG寄書 

日付：2004年 1月 29日 
提出元：事業者間会合議長1

題名：事業者間会合報告 

 
1. 事業者間会合について 

TTC第 6回スペクトル管理 SWGで「上り拡張方式に関して事業者間で会合を持つ」
という合意事項に基づき、スペクトル管理 SWGに参加する DSL事業者を対象に会合
を開催した。 
・ 会合： 2003年 12月 25日(第 1回会合)  

2004年 1月 14日（第 2回会合） 
2004年 1月 27日（第 3回会合） 

・ 参加事業者：アッカネットワークス、イー・アクセス、NTT東日本、NTT西日本 
       ソフトバンク BB、ビック東海、長野県協同電算 

 
2. 事業者間会合での結論 

事業者間会合の結果、各事業者の意見が明確になり第 3 版の検討を早期に進めるこ
とをスペクトル管理 SWGに提案する。 

 
3. ADSLの上り拡張に関しての議論 
参加事業者のスタンスは以下の 3つに分かれた。 
 
・ スタンス１：JJ100.01 で規定されている保護判定基準値をより厳しく運用する技術
的根拠が明確でなかったため、JJ100.01 ２版での運用を行うべき。 
（イー･アクセス、ビック東海、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 
 

・ スタンス２：JJ100.01 ２版の運用を続けるが、既存ユーザへの影響を低減するため
に TCM-ISDN を除いた自己干渉の 10 パーセント程度の低下を目処とする距離制限
を設ける。（ソフトバンク BB、アッカネットワークス） 

 
・ スタンス３：JJ100.01 ２版の運用を続けるが、ADSLの上り拡張に関して 1.5kmま
での距離制限を設ける。（長野県協同電算） 

                                                  
1 イー・アクセス株式会社 ソフトバンクBB株式会社 
藤田 敬史 keishi@eaccess.net 吉井 伸一郎 syoshii@softbank.co.jp 
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4. JJ100.01第 2版の改定について 
上り拡張導入に伴う JJ100.01第 2版の改定について以下の意見がでた。 
 
・ 改版に当たっては、まず、各事業者で前提となるサービスの位置づけに関する意識

を合わせる必要がある。（参加事業者） 
・ B章の改定が必要。（長野県協同電算） 
・ TCM-ISDNを除いた保護判定基準値の検討が必要。 
（アッカネットワークス、ソフトバンク BB、長野県協同電算） 

 
以上 
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第３回 事業者間会合寄書 

日付：200４年 1月２７日 

提出元：株式会社アッカネットワークス 

題名：上り拡張システムの導入条件について 

 

アッカネットワークスは、前２回のＤＳＬ事業者間アドホック会合でも主張したように、

現行のスペクトル管理標準（ＪＪ１００．１第２版）によりスペクトル適合性が確認さ

れた新システムでも、多くの既存ユーザに影響が与えることが予想される場合は、何な

らの運用制限を事業者間で設けるべきと考える。 

 

上り拡張システムの導入に関する提案 

 運用制限案 

ＴＣＭ－ＩＳＤＮからの干渉を排除した場合のＧ．９９２．１ＡｎｎｅｘＡの下り

伝送速度を１０％以上低下させないような運用制限（距離制限）を設ける。 

 メリット 
既存ユーザに与える影響（体感速度の低下）を緩和できる。 

 

譲歩案 

上記弊社提案が各社により受け入れられない場合は、上り拡張システムにより著しい

速度低下を来たした既存ユーザに対して関係事業者間で事後対策を講じることを条

件に、現行のスペクトル管理標準（ＪＪ１００．１第２版）に従い上り拡張システム

を導入することに合意する。 

 

また、この場合は、スペクトル管理ＳＷＧへの本アドホック会合の報告に、下記文言を

記述することを要求する。 
「アッカネットワークスは、ＪＪ１００．０１の改版までは、上り拡張システムの導

入により多くの既存ユーザに影響が与えることないような運用制限を設けることを

提案したが、他社の賛同を得られなかった。このため、上り拡張システムにより著し

い速度低下を来たした既存ユーザに対して関係事業者間で事後対策を講じることを

条件に、現行のスペクトル管理標準（ＪＪ１００．０１第２版）に従い上り拡張シス

テムを導入することに同意した。」 

 

以上 

 



第 1回 事業者間会合寄書 

日付：2003年 12月 25日 
提出元：イー・アクセス株式会社1

題名：新システムのスペクトル確認と今後のスペクトル管理標準化の進め方について 

 
 
●新システムのスペクトル確認について 
1. TTC会合合意事項の遵守について 
新システムの導入に際しては JJ100.01（第 2版）に記述されている手順に従いスペクト
ル適合性確認を行うべきと考える。したがって JJ100.01(第 2版)に記述されていない基準、
手順、新たな運用制限を設けるのであれば TTC において議論を進めた上で全てのクラス
B,クラス Cの伝送システムに対して見直しを図り、その結果を JJ100.01（第 3版）として
標準化すべきである。さらに第 3版が出来るまで、第 2版での運用を継続すべきである。 
 
 
●今後のスペクトル管理標準化の進め方について 
2. スペクトル適合性計算の第 3者機関への委託について 
クロスチェック作業が煩雑になっているため、TTC スペクトル管理 SWG に提案された
スペクトル適合性確認計算を第 3者機関に委託することに賛成する。 
 
3. 事業者間 SWG（仮称）の設置について 
今後、第 3 者機関へのクロスチェック作業の委託等において中立性を保ちかつ効率性を
高めるために、定常的にスペクトル管理について議論をおこなう場として、通信事業者を

メンバにしたグループを「事業者間 SWG（仮称）」として新たにを設けることを提案する。 
また、このＳＷＧでは、新システムの導入に関する検討やフィールドでの問題が生じた場

合の事業者間での情報交換の場として活用することも良い。 
 

以上 

                                                  
1 イー・アクセス株式会社 
大橋 功 Mail: iohashi@eaccess.net Tel: 03-5777-8264 Fax:03-5425-2701 



第 2回 事業者間会合寄書 

日付：2004年 1月 14日 
提出元：イー・アクセス株式会社※

題名：暫定措置についての考え方 

 
1. 基本的な考え方 
弊社は、原則的にはＪＪ100.01 に従って上り拡張方式についてもスペクトル適合性を判
断すべきと考えているが、ＪＪ100.01 の改定を行わないで、本事業者間会合において自主
規制など暫定措置を設けることについては、以下の懸念点がある。 

 本会合及び本会合で合意された結果の位置付けが不明確である。 
 仮に本会合に参加する事業者が自主規制をおこなうとしても、スペクトル管

理標準上での扱い及び適用範囲が不明確な状態では、フィールド導入ルール

としては機能しない。 
 今後のスペクトル管理ＳＷＧで新システムの検討を行うにあたり、今回の事

業者間会合の開催自体をふくめて前例になる。 
 新システムを提供する場合、スペクトル管理ＳＷＧにおける新システムの導

入予見性が損なわれ、かつサービス開始までに多大な時間が要される可能性

がある。 
 
2. 暫定措置検討の要件 
繰り返しになるが、第一項で述べた懸念点があるため、弊社としては現行存するルール

によってスペクトル適合性の確認が行われることが最善であると考える。しかしながら、

本会合において暫定措置以外の合意形成が難しいようあれば、弊社としては暫定措置を検

討するにあたり以下の論点を挙げたい。 
 措置の基準について公開しスペクトル管理ＳＷＧの承認を得ること 
 ＤＳＬ作業班「ＤＳＬスペクトル管理の基本的要件」の趣旨に反しないこと 
 措置の基準が特定の方式または１方向への通信を保護対象にするものではな

く客観的かつ合理的であること 
 措置の基準を既に適合性が認められたシステムに適用した時に矛盾が生じな

いこと及び整合性がとられること 
 措置の基準はJJ100.01の改定までは見直しの必要性が生じない見込みのもの
であるともに今後のJJ100.01の改定にあたっては本会合の参加者によって尊
重されること 

以上 
                                                  
※ イー・アクセス株式会社 
大橋 功 Mail: iohashi@eaccess.net Tel: 03-5777-8264 Fax:03-5425-2701 



 

 

 

 

第 1回 上り拡張に関する事業者間会合 

           

日付：2003 年 12 月 25 日 

提出元：NTT東日本 林 明、仲山 洋       

題名：「情報通信審議会情報通信技術分科会答申（H15.6.25）」 

に対する考え方 

           

 

1. はじめに 

   本寄書では、情報通信審議会にて答申された「新たなＤＳＬサービスの導入に向けて多様な

方式のサービスが共存しつつ良好なサービス環境を維持するために遵守すべき技術的要件」

（以下 答申）に対する弊社の考え方を示す。 

 

2.考え方 

   「多様な方式のサービスが共存しつつ良好なサービス環境を維持するための基準」が、答申

でその考え方が示され具体的にはTTCスペクトル管理SWGにて検討し合意された、JJ-100.01第

2 版（H15.11.27 制定）に規定されている「保護判定基準値」である。 

【答申より】 

保護判定基準値は、JJ-100.01 第1.0 版における伝送性能基準値に類似するものであり、 

当該伝送方式に対する他の伝送方式からの干渉の許容限界を表すものとして、４－２節に定め 

る計算方法から算出された値を基礎として、DSL事業者間で合意された緩和値等を合わせて 

設定される。 

 

よって、日本の環境におけるスペクトル適合性の判断は、干渉の許容限界（そこまでは許容す

る）である「保護判定基準値」を持ってなされるべきであり、その他の基準は日本には無い。 

保護判定基準値内であれば無条件に「許容」されるのであり、保護判定基準値外で許容して欲

しい場合には「合意形成」すれば良い。 

 

上記【答申より】における「当該伝送方式（守られるべき方式）」、「4-2節に定める計算方法」の見

直しについては反対するものではないが、現在弊社として見直す理由は無い。 

見直す場合は、合理的、論理的、技術的な具体的見直し案の提案が必要である。 

尚、「4-2 節に定める計算方法」は電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第四十一

条第一項に基づく事業用電気通信設備規則（昭和六十年郵政省令第三十号）第二十条の二の規

定に基づき、事業用電気通信設備規則の細目を定める件（昭和六十年郵政省告示第二百二十八

号）第二条に規定されている。                                                  

以上 



 

 

 

 

第３回 ＤＳＬ事業者間アドホック会合 

           

日付：2004 年 1 月 27 日 

提出元：NTT 東日本       

題名：「ＤＳＬサービスの位置付け」に関する弊社の考え方 

           

 

1. はじめに 

   本寄書は、第２回ＤＳＬ事業者間アドホック会合において出た、「ＤＳＬサービスの位置付け」

とも言える下記の複数社の意見に対し、弊社の見解を示すものである。 

・ ＡＣＣＡ殿：「既存ユーザに大きな影響が出る事は容認出来ない」 

・ ＪＡＮＩＳ殿：「ＡＤＳＬ事業は放送が出来るか否かに事業の将来が掛かっている」 

・ ＳＢＢ殿：「更なる上りの高速化を犠牲にしても、下りへの干渉を抑えるべき」 

 

議論を空転させないために、まず、各社の「ＤＳＬサービスの位置付け」の方針を合わせた

上で議論する必要があると考える。 

 

2.ＤＳＬサービスに対する弊社の考え方 

① ＤＳＬサービスはベストエフォートサービスであり、伝送速度を保証するサービスではな

い。 

② JJ100.01 第 2 版の保護判定基準に基づきスペクトル適合性が確認された方式からの干

渉による速度低下は、許容する。 

③ 「放送」の提供が、ＡＤＳＬ事業が生き残る唯一の道とは考えていない。 

故に、ＡｎｎｅｘＡにおいて 3.5km の距離で 4Mbps を確保すべきとは考えていない。 

④ 許容範囲（保護判定基準値）内において、帯域を最大限使用することは、ＤＳＬサービス

の更なる高速化・長延化等の性能向上に繋がり、ユーザの選択肢が増える事は好ましい

ことである。 

⑤ よって、上りの高速化もＡＤＳＬ事業の発展には重要である。 

 

3.最後に 

JJ100.01 第 2 版を超える妥協や措置を行う際には、将来の新方式に備えて普遍性（不変 

性）を確保出来るよう、技術的な根拠による正確な表現で結論づけられるべきと考える。 

その都度、妥協点を見出すような営みは、今後の事業展開計画が成り立たないため反対

する。 

 

以上             
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第二回 DSL事業者間協議（EU） 

           

日 付： 2004年 1月 14日 

提 出 元： 株式会社ビック東海 1

題 名： EU導入に関する弊社の考え方 

           

 

・ 弊社としてはセンチュリアム方式での EU を市場投入する計画は持っているが、現在進行してい

る協議等の合意結果および他社の投入状況を見て判断していきたい。 

 

・ JJ100.01第二版の手続きに瑕疵はなく、第三版改訂まで有効なルールである。 

第二版で定められた値については限界値として扱うべきあり、一部事業者の自主的な制限値の 

採用には賛成しない。 

 

・ EU の運用ルールについて、弊社は変更する必要はないと考えるが、疑義が提示されている以

上、何らかの方法で解決すべきであり、解決に向けて協議することには賛成する。 

しかし、本事業者間協議で運用ルールを決めたとしても、それは一部の参加事業者間の合意で 

あり不参加事業者に対して制限することはできない。 

また、現在の事業者間協議は事業者自身が課題を自己解決できる組織とも考えられない。 

ルールを変更するならば、第三版で改訂した上で運用を開始すべきであるが、TTC上で（必要 

に応じて事業者利益の調整機関を作って）暫定的に合意し、かつ接続約款に反映できるのであ 

れば第三版への改訂を待つ必要はない。 

 

・ 本件については、TTC上の機関で合意するまでは、すべての EU方式について、すべての事業

者がサービスを提供することを凍結すべきである。 

 

 

以上 

                                                  
 1 連絡先：株式会社ビック東海 
     高橋 強  TEL:054-254-3820  FAX:054-652-4482  email:t_takahashi@victokai.co.jp 



 

第 3回事業者間会合寄書 平成 15 年 1 月 27 日 

ソフトバンク BB㈱ 

 

上り拡張方式の導入時における運用制限についての提案 

昨年 4 月より、ADSL ブロードバンドはインターネットのウエーブサーフィンだけでは
なく VOIPや、VODのコンテンツ配信などさまざまなアプリケーションの利用目的となっ
ている。これは、インターネット白書にも報告されている。また、今回の上り拡張システ

ムを含め新方式の導入には、このようなマーケットニーズに適応するよう、上記アプリケ

ーションに支障をないように、また、エンドユーザに支障のないように十分に導入には配

慮すべき。        
 
上り拡張システムの導入時の運用制限を以下の通りにすべき 
 
１．TCM－ISDNシステムを除いた場合のクラス Aシステムから伝送速度を約１０％以上

低下させないような運用制限 
（例） 
 距離制限 
 参考資料：VODへの影響度について（SBB-03-02.ppt） 

 
 
 
 
                                      以上 
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ＴＴＣ－ＤＳＬ専門委員会スペクトル管理サブワーキンググループ(第3回事業者間会合)

 

 

日付：  ２００４年１月２７日（火） 

提出元： 長野県協同電算 

題名：  距離制限が１．５ｋｍ未満であれば、上り帯域拡張案を容認する 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

 

 弊 社 は、近 い将 来 、各 ｘＤＳＬ回 線 事 業 者 はＭＰＥＧ２クラスの動 画 配 信 の必 要 に迫 られ

ると予想する。したがって弊社は、たとえ新スペクトラム方式のＡＤＳＬ回線が収容され、干

渉 により漏 話 減 衰 量 が増 大 したとしても、太 さ０．４ｍｍ線 路 長 ３．５ｋｍのＰＥ絶 縁 ケーブ

ルに収容した既存ＡＤＳＬ回線（ＡｎｎｅｘＡに準拠したＦＤＭ／ＤＭＴ方式のＡＤＳＬ回線）の下

り伝 送 速 度 は、４Ｍｂｐｓ以 上 保 障 されなければならないと考 える（アッカ・ネットワークス殿

の説明によれば、太さ０．４ｍｍＰＥ絶縁ケーブルの限界線路長は３．２ｋｍ程度である。こ

れにＮＴＴビル内や加入者宅の屋内線、引込み線等の線路長を加えれば、限界線路長は

３．５ｋｍ程度になる。したがって上で述べた３．５ｋｍという線路長は妥当である）。 

 しかるにＧＳＶ社等やセンチュリアム社等が提案する上り周波数帯域を拡張した新しいタ

イプのＡＤＳＬ回 線 は、既 存 ＡＤＳＬ回 線 に大 きく干 渉 し、その下 り伝 送 速 度 を著 しく低 下 さ

せる。ＴＴＣ－ＤＳＬ専 門 委 員 会 は、ＪＪ１００．０１第 二 版 のモデルを使 って行 った擬 似 試 験

結果から、新しいタイプのＡＤＳＬ回線の収容を容認したが、弊社はその判断が妥当である

とは考えない。またＪＪ１００．０１第二版のモデルには欠陥があるとも考える。 

 したがって弊社は、ＧＳＶ社等やセンチュリアム社等が提案する上り周波数帯域を拡張し

た新しいタイプのＡＤＳＬ回線の収容に反対した。しかしＪＪ１００．０１が改版され、新しいモ

デルの下 で行 われた擬 似 試 験 結 果 が、太 さ０．４ｍｍ線 路 長 ３．５ｋｍのＰＥ絶 縁 ケーブル

に収 容 した既 存 ＡＤＳＬ回 線 の下 り伝 送 速 度 を４Ｍｂｐｓ以 上 保 障 するものであれば、反 対

を撤回するとも述べた。 

 だが、ＪＪ１００．０１を改版するには長い期間を要する。したがって、「ＪＪ１００．０１が改版

されるまでの暫 定措 置として、現行 第二 版の下でより強 い規 制を施し、新しいタイプのＡＤ

ＳＬ回線の収容を容認すべきである」との意見には賛同する。 

 弊社は、実際の線路とＳＤＳＬ回線を使って既存ＡＤＳＬ回線への影響を様々な形態で検

証 した。そして、「現 行 第 二 版 の下 でも、距 離 制 限 が１．５ｋｍ未 満 であれば、上 り帯 域 拡

張案を容認することができる」との結論に達した。以下、それについて述べる。 
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実験で使用した実線と機材 

 

 

 別 紙 １は実 験 で使 用 した実 線 の近 端 漏 話 減 衰 量 と遠 端 漏 話 減 衰 量 等 である。ｄＢ値に

相当する部分は電圧値で、０－５００ｍ点での測定結果である。 

 

 

 実 験 は以 下 の各 ペア線 を使 用 して行 った。青 ／白 ペア線 が１ａペア線 で、被 干 渉 回 線 と

して使用した。 

 

2a 3a1b

同一サブユニット

2b

1a

3b

 
 

 

 以下は実験で使用したＡＤＳＬ（ＡｎｎｅｘＡに準拠したＦＤＭ／ＤＭＴ方式のＡＤＳＬ回線）の

仕様である。 

 

ＣＯ側チップセット ＣＰ側チップセット 上り伝送速度 下り伝送速度 

ＴＩ社製 ＳＴマイクロ社製 最大１Ｍｂｐｓ 最大８Ｍｂｐｓ 

 

 

 以下は干渉源が存在しない場面で１ａペア線に実装したＡＤＳＬ回線の伝送速度である。 

 

線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 

１．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ 

２．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ 

３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５４４ｋｂｐｓ 

 

 

 以下は実験で使用したＳＤＳＬの仕様である。 

 

変調方式 チップセット 出力 伝送速度 最大周波数 
ＣＡＰ ＧＳＶ社製 １３ｄＢｍ １．５Ｍｂｐｓ 約３００ｋＨｚ 
ＣＡＰ ＧＳＶ社製 １２ｄＢｍ １．０Ｍｂｐｓ 約２８０ｋＨｚ 

 

 

 ちなみに出力を１４ｄＢｍにするとＣＡＰ方式のＳＤＳＬの伝送速度は２．０Ｍｂｐｓ～２．３Ｍ

ｂｐｓになる。そして最大周波数は４００ｋＨｚを超える。 
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ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

 

 

 下図のように１ａペア線にＡＤＳＬ回線を実装し、同一カッド内と隣接カッド内にもＡＤＳＬ回

線を実装して測定を行った。 

 

ADSL

ADSL

ADSL

2a/2b 3a/3b

1a/1b

同一サブユニット

ADSL ADSL

ADSL

 
 

 

 以下は測定結果である。 

 

ＡＤＳＬ回線ｘ５ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７６１６ｋｂｐｓ ９６ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ３．５ｋｍ ７６８ｋｂｐｓ ４５４４ｋｂｐｓ ３２ｋｂｐｓ 
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ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

 

 

 下図のように同一カッド内の干渉源（ＡＤＳＬ回線）を除き、再度測定を行った。 

 

 
 

 

 以下は測定結果である。 

 

ＡＤＳＬ回線ｘ４ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７５８４ｋｂｐｓ １２８ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ３．５ｋｍ ７６８ｋｂｐｓ ４５４４ｋｂｐｓ ３２ｋｂｐｓ 

 

 

 

ADSL 

ADSL

ADSL

2a/2b 3a/3b 

1a/1b

同一サブユニット 

ADSL ADSL



 - 5 -

ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

 

 

 下図のように１ａペア線にＡＤＳＬ回線を実装し、同一カッド内と隣接カッド内にもＡＤＳＬ回

線を実装して測定を行った。 

 

ADSL

ADSL

ADSL

2a/2b 3a/3b

1a/1b

同一サブユニット

ADSL ADSL

ADSL

 
 

 

 以下は測定結果である。 

 

ＡＤＳＬ回線ｘ５ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７６１６ｋｂｐｓ ９６ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ３．５ｋｍ ７６８ｋｂｐｓ ４５１２ｋｂｐｓ ６４ｋｂｐｓ 
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ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

 

 

 下図のように同一カッド内の干渉源（ＡＤＳＬ回線）を除き、再度測定を行った。 

 

 
 

 

 以下は測定結果である。 

 

ＡＤＳＬ回線ｘ４ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ２．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ７６１６ｋｂｐｓ ９６ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５１２ｋｂｐｓ ６４ｋｂｐｓ 

 

 

 

ADSL 

ADSL

ADSL

2a/2b 3a/3b 

1a/1b

同一サブユニット 

ADSL ADSL
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１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

 

 

 あらためて、下図のように１ａペア線にＡＤＳＬ回線を実装し、同一カッド内に１．５ＭｂｐｓＳ

ＤＳＬ回線と１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線を実装して測定を行った。 

 

ADSL

SDSL

2a/2b 3a/3b

1a/1b

同一サブユニット

SDSL

SDSL

SDSL

SDSL

 
 

 

 以下は測定結果である。 

 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線ｘ５ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下 

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８９６ｋｂｐｓ ７２６４ｋｂｐｓ ４４８ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ４４４８ｋｂｐｓ １２８ｋｂｐｓ 

 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線ｘ５ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下 

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８６４ｋｂｐｓ ７３２８ｋｂｐｓ ３８４ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ４４１６ｋｂｐｓ １６０ｋｂｐｓ 
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１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

 

 

 下図のように同一カッド内の干渉源（ＳＤＳＬ回線）を除き、再度測定を行った。 

 

 
 

 

 以下は測定結果である。 

 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線ｘ４ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下 

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８９６ｋｂｐｓ ７３９２ｋｂｐｓ ３２０ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ４４４８ｋｂｐｓ １２８ｋｂｐｓ 

 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線ｘ４ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下 

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８６４ｋｂｐｓ ７３９２ｋｂｐｓ ３２０ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

１．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ４４４８ｋｂｐｓ １２８ｋｂｐｓ 

 

 

ADSL

SDSL

2a/2b 3a/3b 

1a/1b

同一サブユニット 

SDSL

SDSL 

SDSL 
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１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ５／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

 

 

 下図のように１ａペア線にＡＤＳＬ回線を実装し、同一カッド内に１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線と

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線を実装して測定を行った。 

 

ADSL

SDSL

2a/2b 3a/3b

1a/1b

同一サブユニット

SDSL

SDSL

SDSL

SDSL

 
 

 

 以下は測定結果である。 

 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線ｘ５ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下 

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８９６ｋｂｐｓ ６１７６ｋｂｐｓ １５３６ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ３６８０ｋｂｐｓ ８９６ｋｂｐｓ 

 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線ｘ５ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下 

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８６４ｋｂｐｓ ６５９２ｋｂｐｓ １１２０ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ３９３６ｋｂｐｓ ６４０ｋｂｐｓ 
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１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠１．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ１ 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線＠２．５ｋｍｘ４／ＡＤＳＬ回線＠３．５ｋｍｘ１ 

 

 

 下図のように同一カッド内の干渉源（ＳＤＳＬ回線）を除き、再度測定を行った。 

 

 
 

 

 以下は測定結果である。 

 

１．５ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線ｘ４ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下 

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８９６ｋｂｐｓ ６３３６ｋｂｐｓ １３７６ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ３７７６ｋｂｐｓ ８００ｋｂｐｓ 

 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線ｘ４ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下 

－ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ １．５ｋｍ ９６０ｋｂｐｓ ８１２８ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ 

－ ２．５ｋｍ ９２８ｋｂｐｓ ７７１２ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８９６ｋｂｐｓ ６６５６ｋｂｐｓ １０５６ｋｂｐｓ 

－ ３．５ｋｍ ８００ｋｂｐｓ ４５７６ｋｂｐｓ － 

２．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ４０００ｋｂｐｓ ５７６ｋｂｐｓ 

 

 

ADSL

SDSL

2a/2b 3a/3b 

1a/1b

同一サブユニット 

SDSL

SDSL 

SDSL 
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結論 

 

 

別紙２はＡＤＳＬ回線とＳＤＳＬ回線のＰＳＤである。ＣＰＥから５００ｍの地点で測定した。

縦軸のｄＢ値は電圧値である。別紙１からあきらかなように、実験で使用した実線の質はか

なり良い。また別紙２からあきらかなように、ＣＡＰ方式のＳＤＳＬ回線のパワーレベルはさほ

ど大きくない。 

にもかかわらず、干 渉 源 が同 じ既 存 ＡＤＳＬ回 線 の場 合 、被 干 渉 回 線 の下 り伝 送 速 度

の低下は無視できるほど小さいが、干渉源がＳＤＳＬ回線の場合、無視できないくらいに大

きい。ＳＤＳＬ回 線 の線 路 長 が２．５ｋｍの場 合 、最 悪 値 基 準 を多 少 上 回 る程 度 の線 路 条

件下では、線路長３．５ｋｍ下で既存ＡＤＳＬ回線の下り伝送速度を４Ｍｂｐｓ以上保障する

ことはあきらかに困 難 である。したがって弊 社 は、ＧＳＶ社 等 やセンチュリアム社 等 が提 案

する上り周波数帯域を拡張した新しいタイプのＡＤＳＬ回線の収容に反対した。 

とはいえ、ＳＤＳＬ回線の線路長が１．５ｋｍの場合、最悪値基準を多少上回る程度の線

路条件下であれば、線路長３．５ｋｍ下で既存ＡＤＳＬ回線の下り伝送速度を４Ｍｂｐｓ以上

保 障 することは可 能 であるとも思 える。したがって弊 社 としては、現 行 ＪＪ１００．０１第 二 版

の下でも、距離制限が１．５ｋｍ未満であれば、新しいタイプのＡＤＳＬ回線の収容を容認す

るしかない。弊社がとりわけ注視した実験データを以下にまとめる。 

 

 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線ｘ５ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下 

１．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８６４ｋｂｐｓ ７３２８ｋｂｐｓ ３８４ｋｂｐｓ 

１．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ４４１６ｋｂｐｓ １６０ｋｂｐｓ 

２．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８６４ｋｂｐｓ ６５９２ｋｂｐｓ １１２０ｋｂｐｓ 

２．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ３９３６ｋｂｐｓ ６４０ｋｂｐｓ 

 

１．０ＭｂｐｓＳＤＳＬ回線ｘ４ ＡＤＳＬ回線（被干渉回線） 

線路長 線路長 上り伝送速度 下り伝送速度 下り速度の低下 

１．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８６４ｋｂｐｓ ７３９２ｋｂｐｓ ３２０ｋｂｐｓ 

１．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ４４４８ｋｂｐｓ １２８ｋｂｐｓ 

２．５ｋｍ ２．５ｋｍ ８９６ｋｂｐｓ ６６５６ｋｂｐｓ １０５６ｋｂｐｓ 

２．５ｋｍ ３．５ｋｍ ６７２ｋｂｐｓ ４０００ｋｂｐｓ ５７６ｋｂｐｓ 

 

 



弊社がとりわけ注視した実験データのグラフ
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